
事 務 連9絡

平成23年7月12日

地方厚生(支)局 医療課 御 中

厚生労働省保険局医療課

平成23年 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部 の地震 の被災に伴 う

医薬品の長期処方の 自粛及び分割調剤の考慮 について(そ の2)

今般 の震 災 に際 し、これ までの 関係 の皆様 の ご協 力 に改 めて感 謝 いた し

ます。

震災の影響によ り、一部の医療用医薬 品(以 下 「医薬品」 とい う。)の

安定供給 に支障が生 じたため、「平成23年 東北地方太平洋沖地震及び長野

県北部の地震の被災に伴 う医薬品の長期処方の 自粛及び分割調剤の考慮

にっいて」(平:成23年3月17日 付厚生労働省保険局 医療課事務連絡)に

よ り、保 険医療機 関及び保険薬局(以 下 「医療機 関等」 とい う。)に 協力

を要請 したところです。

その後 、生産設備 の復 旧、生産拠点 の変更、緊急輸入の対応 、また、

5月20日 の震災対応に係 る薬価基準への追加収載の実施な どによ り現在

では多 くの医薬 品の安定供給が確保 されつつある状況であることか ら、一

部 の医薬 品 を除 き、長期処方 の 自粛及 び分割調 剤 の考慮 に係 る要請 を

7月31日 をもって終了す ることといた しますので貴管下の医療機関等 に

対 し、周知 をお願い します。

なお 、学会 、企業 又 は卸 売販売 業者 が、個別 に医療機 関等 に対 して供 給

調 整 の案 内等 を行 って い る一部 の医薬 品 につい ては、安定供 給 が確保 され

るまで の 間、引 き続 き、患者 へ の最適 な医療 を確保 しつつ も、当面、医薬

品 の長 期 処方 の 自粛 あ るい は分割 調剤 の考慮 な ど、必 要最小 限 の最 適 な処

方 ・調剤 を行 うよ う、併せ て貴管 下 の医療機 関等 に対 し、周 知 をお願 い し

ます 。


